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第20期 水俣学講義

水俣病と地方紙の役割

2021.11.25 熊本日日新聞社 石貫謹也
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熊日の水俣病取材体制

水俣芦北総局＝主に患者さんや現地の支援者を取材

政経部＝知事や水俣病担当課、県議会を取材

東京支社＝主に環境省やチッソを取材

文化生活部＝作家や写真家の活動をフォロー

地域報道本部社会担当（旧社会部）
＝水俣病を巡る動き全般。裁判、研究者など
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水俣病患者認定までの流れ

県に患者認定を申請
▼
汚染された魚介類をどのくらい食べたか県が疫学調査。検診も
▼
結果を踏まえ県水俣病認定審査会が審査。知事に答申
▼
答申を踏まえ知事が処分（認定か棄却。処分保留の場合も）
▼
認定されればチッソが補償協定を締結
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水俣病関西訴訟最高裁判決（2004.10.15）

ポイント①＝感覚障害が認められれば「メチル水銀中毒」

ポイント②＝水俣病の拡大を防がなかった国・県に責任

※以後、救済を求める「未認定患者」が急増
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連載「分社化の思惑」の最終回
＝2009年２月19日付
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チッソ分社化に反対し、
蒲島郁夫知事に対応を求める
患者団体などの動きを報じる
2009年３月26日付の記事
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水俣病特別措置法の成立を
報じる2009年７月８日付
の記事
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認定患者に対するチッソの
補償拒否を報じる
2009年８月６日付の記事
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認定患者に対する補償を
拒否するチッソに対し、
補償協定の立会人３人が
批判していることを伝える
2009年10月25日付の記事
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水俣病特措法に基づく未認定患者の救済措置方針

・一時金210万円

・月額1万2900～１万7700円の療養手当

・医療費の自己負担分支給

・3団体には加算金
水俣病出水の会29億５千万円
水俣病被害者芦北の会１億６千万円
水俣病被害者獅子島の会４千万円
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鳩山由紀夫首相が参列した
水俣病犠牲者慰霊式を
報じる
2010年５月１日付の記事
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特措法に基づく救済手続き
開始に合わせて始めた企画
「水俣病は終わっていない」
の第１部「乙女塚から」
＝2010年５月２日付
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未認定患者の救済について
環境省が2012年７月末に申請を
締め切ると正式発表したことを伝える
2012年２月４日付の記事
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救済申請の締め切り直前に展開した
連載「迫る申請期限」の最終回
＝2012年７月６日付
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国の認定基準を否定した大阪地裁
判決を報じる2010年７月17日付
の記事
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国の認定基準は不十分と指摘
した福岡高裁判決を報じる2012
年２月28日付の記事
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大阪高裁が国の認定基準は妥当と
判断し、原告女性が逆転敗訴した
際の関連記事。写真は落胆する
支援者ら。2012年４月13日付。
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水俣病特措法と司法判断の経過

2010年５月 特措法に基づく救済手続き始まる

2010年７月 大阪地裁判決（認定基準を否定）

2012年２月 福岡高裁判決（認定基準は不十分）

2012年４月 大阪高裁判決（認定基準は妥当）

2012年７月 救済申請締め切り

2013年４月 最高裁判決（福岡高裁判決を支持）
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原田正純先生の言葉

「力の差がある中で真ん中に立つことは、
強者を利することがある」

▼

力をもたない側の声は小さいから、
できる限り相手に近づいて目を凝らし、
耳をそばだてて取材しなければならない
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最後にお知らせ

水俣病被害者互助会の７人が患者認定を
求めた裁判が今月26日、熊本地裁で
結審します。その後の判決も含め熊日電子版や
熊日紙面でご覧ください。

ご清聴ありがとうございました。


